
【総括表】 （単位：件、％）

H21までの取組件数 計

14 14 6 (42.9) 8 (57.1) 0 0.0 0 0.0 0 0.0

69 69 14 (20.3) 55 (79.7) 0 0.0 0 0.0 0 0.0

１ 公の施設に係る取組 40 40 14 (35.0) 26 (65.0) 0 0.0 0 0.0 0 0.0

① レクリエーション・スポーツ施設 5 5 5 (100.0) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

② 産業振興施設 6 6 4 (66.7) 2 (33.3) 0 0.0 0 0.0 0 0.0

③ 基盤施設 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

④ 文教施設 25 25 5 (20.0) 20 (80.0) 0 0.0 0.0 0.0

⑤ 医療・社会福祉施設 4 4 0 0.0 4 (100.0) 0 0.0 0 0.0 0 0.0

２ 公の施設以外の施設に係る取組 25 25 0 0.0 25 (100.0) 0 0.0 0 0.0 0 0.0

３ その他の事務についての取組 4 4 0 0.0 4 (100.0) 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ⅲ 定員管理・給与の適正化

＜給与の適正化＞ 6 6 0 0.0 6 (100.0) 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1 1 1 (100.0) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

90 90 21 (23.3) 69 (76.7) 0 0.0 0 0.0 0 0.0

《実施状況に係る記号の説明》

記 号

（単位：人） 総 計 一般行政 特別行政 公営企業等
公営企業
（病院） ◎

①H22.4.1計画 100 82 16 2 0 千円 ○

②H22.4.1実績 100 79 16 5 0 千円 △

②－① 0 △ 3 0 3 0 千円 ▲

千円 －

目標達成に向けた取組・検討を継続中のもの
(当該年度の状況が、予定していた目標に比較して７割程度のもの)

②－① 159,311

合 計 90

Ⅲ 定員管理・給与の適正化 ＜定員管理の適正化＞
Ⅴ 経費節減等の財政効果

② ～H2１実績（見込） 1,286,272
目標達成に向けた取組・検討に着手したもの

(当該年度の状況が、予定していた目標に比較して３割に満たないもの)

《参考》 H17～21計画 1,126,961 未着手（当該年度において、未だ取組に着手していないもの）

6

説 明 ・ 基 準

目標達成

計画以上に取組が進んだもの
(目標年度より前倒しで目標を達成したもの)

① ～H2１計画 1,126,961 計画どおり取組が進んだもの
(予定どおり目標を達成したもの)

Ⅳ 第三セクターの見直し 1

40

5

6

25

4

25

4

◎ ▲ －

Ⅰ 事務事業の再編・整理、廃止・統合 14

○ △

Ⅱ 民間委託等の推進 69

集中改革プランの取組状況
市町村名： 階上町

推進項目・取組項目
プランにおける取組件数 実 施 状 況
H17～21までの

取組件数



【集中改革プランの進行管理の体制】 【会議等の開催状況】

【集中改革プランの見直し状況】

【これまでの取組の主なもの・今後の方針等】

（組織体制等） ・組織機構改革に関するアンケート実施（H20.2）
・行政事務改善委員会開催（H20.4.1）
・行政組織体制検討部会設置（H20.5）

（計8回開催）
・部会より行政組織体制検討結果報告（H20.7）
・行政事務改善委員会開催（H20.9）

（部会報告書を基に今後の組織体制について検討、計4回開催）
・行政組織体制検討結果報告(H20.11）

・行政事務改善委員会開催（H21.6.1）
・平成21年度第1回行政改革推進委員会開催（H21.8.17、

H22.1.19まで計3回開催）
・第4回行政改革推進委員会（H22.2.22、

第4次階上町行財政改革大綱を答申）

平成17年度より、職員削減に対応しながらの効率的な行政事務執行のため、グループ制を取り入れた。そのグループ制がより良く機能するようアン
ケートを実施し、改善計画を策定して職員個々の意識改革を行ってきたが、平成20年度にこの組織機構の再検証を行い、検討の結果、平成21年度より
組織体制を一部見直すこととなった。

また、集中改革プランでの取組み項目の実施状況を把握するため、調査・ヒアリングを実施し、完全実施に向けて取組んできており、毎年調査、ヒア
リング等を実施して、組織体制の確立と集中改革プランの推進を図ることによって、住民福祉の向上に繋がる施策を展開してきた。

なお、集中改革プランの取組期間が成21年度までとなっていることを踏まえ、平成22年度から平成25年度までを取組期間とした第4次階上町行財政
改革大綱を平成22年２月２２日に策定し、行政改革を継続して推進していくこととしている。

行政改革見守り委員会
（町内各種団体の代表者・

識見を有する町民）

行政改革推進本部
（町長、副町長、教育長、

課長、ＧＬ）

行政事務改善委員会

（副町長、課長、ＧＬ）

総務課

行政事務改善委員会部会

（副町長の指名する職員）
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